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し
た
。
大
判
の
場
合
は
、
足
利
将
軍
家

の
彫
金
師
で
あ
っ
た
後
藤
家
（
秀
吉
の

大
判
を
作
っ
た
後
藤
徳
乗
を
家
祖
と
す

る
後
藤
四
郎
兵
衛
家
）
が
大
判
座
の
頭

人
を
命
ぜ
ら
れ
、
ま
た
小
判
は
後
藤
徳

乗
の
弟
子
で
娘
婿
の
後
藤
庄
三
郎
光
次

が
初
代
の
金
座
・
御
金
改
役
と
な
っ
て

監
督
に
あ
た
り
、
以
後
そ
の
子
孫
が
世

襲
し
て
い
き
ま
す
。
金
座
は
江
戸
の
ほ

か
に
駿
府
や
京
都
、
佐
渡
に
も
設
け
ら

れ
ま
し
た
が
、
駿
府
は
元
和
二
年
（
一

六
一
六
）
頃
、
京
都
は
一
説
に
寛
政
年

間
（
一
七
八
九
｜
一
八
〇
〇
）、
そ
し

て
佐
渡
は
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
以

降
、
金
貨
の
製
造
は
行
わ
な
く
な
り
ま

す
。
現
在
、
日
本
銀
行
本
店
の
あ
る
東

京
の
日
本
橋
本
石
町
は
、
金
座
の
吹
所

戦
国
時
代
に
諸
国
で
形
が
整
え
ら
れ

て
き
た
領
国
貨
幣
は
、
徳
川
家
康
に
よ

っ
て
貨
幣
制
度
と
し
て
統
一
さ
れ
ま
し

た
。
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）、
金
貨

は
額
面
で
価
値
を
あ
ら
わ
す
計
数
貨
幣

と
し
て
、
恩
賞
・
儀
礼
用
の
大
判
（
一

〇
両
、
た
だ
し
こ
の
「
両
」
は
重
さ
の

単
位
で
、
小
判
一
〇
枚
分
と
い
う
意
味

で
は
な
い
。
使
用
し
た
い
時
は
七
両
二

分
相
当
の
小
判
や
分
金
と
交
換
し
た
）

と
通
貨
と
な
る
小
判
（
一
両
、
こ
ち
ら

は
額
面
単
位
）
・
一
分
金
（
四
分
の
一

両
、
同
）
が
発
行
さ
れ
、
ま
た
銀
貨
は

流
通
実
態
を
ふ
ま
え
重
さ
で
価
値
を
あ

ら
わ
す
秤
量
貨
幣
と
し
て
丁
銀
（
四
〇

匁
前
後
）
・
豆
板
銀
（
一
〇
匁
以
下
）

が
発
行
さ
れ
ま
す
。

江
戸
時
代
の
貨
幣
は
、
座
と
よ
ば
れ

る
特
権
的
町
人
の
集
団
に
よ
っ
て
製
造

さ
れ
ま
し
た
。
大
判
は
大
判
座
で
、
大

判
以
外
の
金
貨
は
金
座
で
、
銀
貨
は
銀

座
で
、
銅
銭
は
銭
座
（
鋳
銭
座
）
で
、

幕
府
の
最
終
的
な
鋳
造
権
の
も
と
、
基

本
的
に
は
町
人
の
請
負
で
生
産
さ
れ
ま

経
済
発
展
に
伴
い
貨
幣
需
要
が
増
大
す
る
中
、
わ
が
国
の
金
銀
山
の
産
出
量

は
、
一
七
世
紀
初
頭
の
最
盛
期
を
ピ
ー
ク
に
激
減
。
元
禄
期
に
は
、
慶
長
金

銀
貨
の
品
位
の
ま
ま
で
増
鋳
す
る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
な
状
況
と
な
り
、

貨
幣
は
必
然
的
に
貶
質
化
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
記
録
に
も
純
分
含
有
量
の
低

下
が
確
か
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
通
常
わ
れ
わ
れ
が
小
判
を
イ
メ

ー
ジ
す
る
と
き
、
黄
金
色
の
輝
き
を
ま
ず
頭
に
浮
か
べ
る
ほ
ど
、
目
に
す
る

小
判
は
ほ
ぼ
全
て
が
黄
金
色
で
す
。
悪
鋳
さ
れ
な
が
ら
も
、
な
ぜ
黄
金
色
の

小
判
の
供
給
継
続
が
可
能
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
今
回
は
、
国
立
歴
史
民

俗
博
物
館
の
齋
藤
先
生
に
、
科
学
的
手
法
に
よ
っ
て
黄
金
色
の
謎
を
解
き
明

か
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

貨
幣
の
歴
史
学

6

監
修
／
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
准
教
授

桜
井
英
治

江
戸
時
代
の
金
座
と
小
判
の
製
造
工
程

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
准
教
授

齋
藤
　
努

江
戸
時
代
の
金
銀
貨

小判製作工程で復元した棹金と、棹金を作るた
めの鋳型・竹流台（国立歴史民俗博物館所蔵）。

小判製作工程で復元した延金（国立歴史民俗博
物館所蔵）。

自然科学的手法による歴
史資料の分析で真実を解
き明かす国立歴史民俗博
物館研究部准教授・齋藤
努先生。主論文に「小判
をつくってみよう！─鋳
造技術の復元」『お金の不
思議─貨幣の歴史学』国
立歴史民俗博物館編（山
川出版社1998年）「日本の
銭貨の鉛同位体比分析」
国立歴史民俗博物館研究
報告第86集（2001年）。



と
金
座
後
藤
家
の
役
宅
が
置
か
れ
て
い

た
と
こ
ろ
で
す
。
大
判
の
表
面
に
は

「
拾
両
」「
後
藤
」
そ
れ
に
花
押
（
サ
イ

ン
）
が
墨
で
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

れ
が
こ
す
れ
て
不
鮮
明
に
な
っ
た
時
は

大
判
座
に
手
数
料
を
払
え
ば
書
き
直
し

て
も
ら
え
ま
し
た
。
小
判
は
流
通
さ
せ

る
貨
幣
で
あ
る
た
め
、
額
面
を
示
す

「
壱
両
」、
金
座
責
任
者
の
名
前
「
光
次
」、

花
押
は
極
印
を
使
っ
て
打
刻
さ
れ
て
い

ま
す
。

こ
こ
で
は
特
に
、
金
座
の
仕
事
に
つ

い
て
紹
介
し
ま
す
。
金
座
の
組
織
は
、

大
判
を
除
く
金
貨
製
造
の
職
人
頭
と
し

て
の
「
御
金
改
役
」
で
あ
る
後
藤
庄
三

郎
の
も
と
、
後
藤
手
代
の
つ
と
め
る

「
役
方
」、
金
座
人

の
つ
と
め
る
「
座

方
」、
吹
所
棟
梁

と
配
下
の
職
人
の

つ
と
め
る「
職
方
」

か
ら
成
っ
て
い
ま

し
た
。
役
方
と
座

方
は
、
金
銀
の
品

位
鑑
定
、
金
銀
の

管
理
・
会
計
、
職
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れ
て
い
な
い
こ
と
の
チ
ェ
ッ
ク
と
品
位

検
査
を
行
っ
た
の
ち
に
、
こ
れ
を
小
判

一
枚
分
ず
つ
の
重
さ
に
切
っ
て
い
っ
て

（
荒
切
り
）、
四
角
い
板
（
切
金
）
に
し

ま
す
。
こ
れ
を
小
判
形
に
成
形
し
、

茣
蓙
目

ご

ざ

め

・
極
印
を
打
ち
ま
す
。
そ
し
て

最
後
に
色
付
（
色
揚
）
と
い
う
工
程
を

行
っ
て
完
成
で
す
。

な
お
、『
金
座
絵
巻
』
に
は
、
原
料
と

な
る
古
金
貨
や
山
出
金
銀
の
品
位
の
判

定
、
ま
た
小
判
製
造
工
程
の
途
中
で
の

品
位
検
査
の
際
に
試
金
石
を
使
用
し
て

い
る
場
面
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
那

人
の
統
制
・
監
督
に
あ
た

り
、
不
正
防
止
の
た
め
競

合
す
る
形
で
担
い
ま
し

た
。
職
方
は
金
銀
の
精
錬

と
実
際
の
金
貨
製
造
を
担

当
し
、
吹
所
棟
梁
の
も
と

に
「
吹
方
」（
精
錬
）・「
延

方
」（
圧
延
）・「
細
工
方
」

（
加
工
）
が
あ
り
、小
頭
・

平
職
人
が
作
業
に
当
た
り

ま
し
た
。

以
下
、
江
戸
の
金
座
の

作
業
工
程
を
描
い
た
『
金

座
絵
巻
』
に
沿
っ
て
、
小

判
の
製
造
工
程
を
み
て
い

く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

小
判
は
金
と
銀
の
合
金
で
す
。
そ
の

製
作
は
、
ま
ず
原
料
の
用
意
か
ら
始
ま

り
ま
す
。
回
収
さ
れ
た
古
金
貨
、
鉱
山

で
製
錬
さ
れ
て
き
た
山
出
金
銀
、
輸
入

さ
れ
た
唐
金
銀
な
ど
を
精
錬
し
て
、
所

定
の
品
位
の
金
銀
合
金
に
し
ま
す
。
こ

れ
を
熔
か
し
て
素
焼
き
の
竹
流
台
の
中

に
鋳
込
み
、
棹
金
さ
お
き
ん

（
イ
ン
ゴ
ッ
ト
）
を

作
り
ま
す
。
こ
の
棹
金
を
時
々
焼
き
な

ま
し
な
が
ら
た
た
い
て
、
小
判
の
倍
く

ら
い
の
厚
さ
ま
で
平
た
く
延
ば
し
て
い

き
ま
す
。
こ
れ
を
延の

し

金き
ん

と
い
い
ま
す
。

不
純
物
と
し
て
の
銅
（
銅
気
）
が
含
ま

金
座
の
組
織
と

小
判
の
製
造
工
程

0 1 2 3 4 5

小判の品位と重量の変動 

匁 

84%

84%

84%

慶長 6 年（1601） 

元禄 8 年（1695） 

正徳 4 年（1714） 

元文元年（1736） 

文政 2 年（1819） 

天保 8 年（1837） 

安政 6 年（1859） 

鋳造開始年 

万延元年（1860） 

宝永 7 年（1710） 

57%

56%

57%

57%

57%

66%

金の含有率 

江戸金座における小判製造作業を描いた
絵巻物『金座絵巻』（貨幣博物館所蔵）。
棹金を鋳造し（右上）、平たく延ばして
（延金、右下）、切った後、小判形に成形
するため端打（左上）などの工程を経て
極印を打ち、最後に色付（左下）して磨
いたら完成となる。

試金石

試金棒

黒色の石にこすりつけた時の条痕の色を試金棒（標
準試料）のそれと比較し、金の品位を判定する。試
金棒は四四の位法にしたがって作られており、44匁
位から始まって45匁位、46匁位、……と１匁位刻み
になっている。価値や力量などを判定する材料とな
る物事のことを表す「試金石」の語源。『金座絵巻』
にも、小判の原料となる金の地金や古い金貨の品位
の判定、あるいは小判製造途中での品位検査の際に
試金石を使っている場面が出てくる。（いずれも貨幣
博物館所蔵）。
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智
黒
な
ど
の
黒
い
石
の
上
に
検
査
対
象

物
を
こ
す
り
つ
け
、
そ
の
条
痕
の
色
を

手
本
金
（
試
金
棒
）
と
よ
ば
れ
る
標
準

試
料
の
そ
れ
と
比
較
し
て
、
金
の
濃
度

を
調
べ
る
と
い
う
方
法
で
す
。

江
戸
時
代
に
は
九
回
の
改
鋳
が
行
わ

れ
、
組
成
や
重
量
の
異
な
る
一
〇
種
類

の
小
判
が
発
行
さ
れ
ま
し
た
。
小
判
の

品
位
に
つ
い
て
は
秘
事
と
さ
れ
、
幕
府

は
公
表
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、「
吾

職
秘
鑑
」（
作
成
年
不
詳
、
一
八
世
紀
後

半
か
）、「
座
方
算
法
」（
一
七
五
九
年
）、

「
金
位
并
金
吹
方
手
続
書
」（
一
七
九
〇

年
）、「
金
局
秘
記
」（
作
成
年
不
詳
）
な

ど
、
当
時
小
判
の
製
造
に
あ
た
っ
た
金

座
の
製
造
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
は
詳
細
な
記

録
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

金
銀
の
混
合
比
率
は
四
四
の
位
法

（
差
銀
追
加
法
、
雑
分
追
加
法
と
も
よ
ば

れ
る
）
と
い
う
独
特
の
方
法
で
あ
ら
わ

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
慶
長
小
判
一

両
に
含
ま
れ
る
金
の
量
四
・
四
匁
を
一

〇
倍
し
た
四
四
匁
を
純
金
の
品
位
と
し

て
、
そ
れ
に
銀
を
加
え
た
総
重
量
を

「
○
○
匁
位
」
と
し
て
表
示
す
る
方
法
で

す
。
例
え
ば
慶
長
小
判
の
当
初
規
定
品

位
で
あ
る
五
二
匁
二
分
位
は
、
四
四
匁

の
金
に
対
し
八
匁
二
分
（
八
・
二
匁
）

の
銀
を
混
ぜ
た
品
位
、
つ
ま
り
金
濃
度

八
四
・
三
％
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
記
録
の
ほ
か
、
明
治
時
代

に
な
っ
て
新
政
府
が
旧
貨
幣
の
買
い
上

げ
金
額
を
決
め
る
目
的
で
造
幣
寮
に
お

い
て
行
っ
た
分
析
や
、
私
た
ち
が
日
本

銀
行
金
融
研
究
所
と
共
同
し
て
行
っ
た

分
析
デ
ー
タ
な
ど
に
よ
っ
て
、
品
位
と

重
量
の
変
動
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ

て
い
ま
す
。

元
禄
・
宝
永
期
に
は
貨
幣
の
流
通
量

を
増
や
す
た
め
慶
長
小
判
（
金
濃
度
八

四
〜
八
七
％
）
に
比
べ
て
質
や
量
を
落

と
し
た
小
判
（
そ
れ
ぞ
れ
金
五
七
％
、

八
四
％
）
が
発
行
さ
れ
ま
し
た
。
し
か

し
、
物
価
上
昇
が
激
し
く
な
っ
た
た
め
、

質
の
高
い
正
徳
・
享
保
小
判
（
と
も
に

金
八
七
％
）
が
発
行
さ
れ
ま
す
が
、
こ

れ
は
貨
幣
量
の
激
減
と
経
済
活
動
の
停

滞
を
も
た
ら
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ

こ
で
貨
幣
量
の
適
正
化
を
め
ざ
し
、
ま

た
質
を
落
と
し
た
元
文
小
判
（
金
六

六
％
）
が
発
行
さ
れ
、
こ
れ
は
八
〇
年

に
わ
た
り
安
定
し
て
流
通
し
ま
し
た
。

そ
の
後
幕
末
に
か
け
て
は
、
財
政
の
窮

乏
を
補
う
た
め
質
や
量
を
落
と
す
改
鋳

が
文
政
・
天
保
・
安
政
・
万
延
（
金
五

六
〜
五
七
％
）
と
続
け
て
行
わ
れ
、
イ

ン
フ
レ
を
引
き
起
こ
し
ま
す
。
最
後
の

万
延
小
判
は
き
わ
め
て
小
さ
い
た
め

「
姫
小
判
」「
雛
小
判
」
と
も
よ
ば
れ
、

金
は
慶
長
小
判
の
わ
ず
か
八
分
の
一
し

か
含
ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。

以
上
の
よ
う
に
、
小
判
の
金
濃
度
は

江
戸
時
代
全
体
を
通
じ
て
五
六
〜
八

七
％
と
大
き
く
変
動
し
て
い
ま
す
。
試

み
に
こ
れ
ら
の
組
成
通
り
の
金
銀
合
金

を
作
っ
て
み
る
と
、
金
濃
度
五
六
％
の

金
属
は
、
わ
ず
か
に
黄
色
味
が
か
っ
た

白
っ
ぽ
い
色
に
し
か
な
ら
ず
、
と
て
も

黄
金
色
と
は
よ
べ
る
よ
う
な
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
実
際
の
小
判

は
い
ず
れ
も
「
山
吹
色
」
に
輝
い
て
み

え
ま
す
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
お

き
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
オ

ー
ジ
ェ
電
子
分
光
分
析
と
い
う
分
析
法

で
、
小
判
の
表
面
付
近
で
の
元
素
分
布

を
深
さ
方
向
に
つ
い
て
調
べ
て
み
ま
し

小
判
の
品
位
の
変
動

金濃度56％の金属はわずかに黄色味がかった白っぽい色にしか
ならない。小判が山吹色に輝いてみえる秘密は、中心部分の金
濃度が低くても、表面はほぼ純金に近いものに仕上げるという、
独特の表面処理法にあった。

色
付

色揚げ前（右）と色揚げ後（左）の復元小判。こ
の復元製作では元禄小判をモデルとし、極印など
細部に変更を加えてある。例えば裏側の年紀銘は、
本物の小判には存在しない、平成の「平」の字が
打ってある（国立歴史民俗博物館所蔵）。

100

80

60

40

20

0 2 4 6 8

含
有
率（
％
） 

深さ（μm） 

天保小判の深さ方向の濃度変化 

金 

銀 

国立歴史民俗博物館で復元
された「色揚げ」の工程。
①成形し極印を打つ、②色
揚げのための薬品を塗る、
③薬品を塗った小判を焼く
（実際は炭火）、④水につけ
る、⑤刷毛でこすると小判
は黄金色になる（写真提
供：国立歴史民俗博物館）。

⑤

③

④ ①

②
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た
。
図
は
天
保
小
判
（
金
五
七
％
）
の

分
析
結
果
で
す
が
、
ご
く
表
面
は
金
濃

度
が
き
わ
め
て
高
く
て
ほ
と
ん
ど
純
金

に
近
く
、
内
部
に
な
る
ほ
ど
銀
の
濃
度

が
高
く
な
っ
て
い
き
、
約
七
マ
イ
ク
ロ

メ
ー
タ
ー
の
深
さ
か
ら
は
ほ
ぼ
一
定
に

な
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
現
象
は
程
度
の
差
は
あ
る
も
の
の
、

一
〇
種
類
の
小
判
す
べ
て
に
み
ら
れ
ま

し
た
。

こ
の
よ
う
な
表
層
付
近
の
金
濃
縮

は
、
前
述
の
、
小
判
製
造
工
程
の
最
後

に
行
わ
れ
る
「
色
付
」（
色
揚
）
と
い
う

化
学
的
な
表
面
処
理
に
よ
っ
て
お
こ
る

も
の
で
す
。
こ
れ
は
、「
ラ
ウ
ハ
」「
塩

硝
」
な
ど
六
種
類
の
薬
品
の
混
合
物
を

塗
っ
て
加
熱
し
洗
い
流
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
表
面
付
近
か
ら
銀
だ
け
を
溶
解
し

て
除
き
、
金
濃
度
を
高
め
る
方
法
で
、

「
吾
職
秘
鑑
」「
金
位
并
金
吹
方
手
続
書
」

な
ど
の
文
書
に
記
録
が
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
は
一
九
九
六
年
の
企
画
展
示

「
お
金
の
玉
手
箱
｜
｜
銭
貨
の
列
島
二

〇
〇
〇
年
史
」
に
お
い
て
、
当
時
の
文

書
や
絵
図
に
基
づ
き
、
小
判
製
作
工
程

の
主
要
部
分
を
復
元
し
、
展
示
を
行
い

ま
し
た
。
こ
こ
に
示
し
た
一
連
の
写
真

は
、
そ
の
時
に
試
み
た
、
実
際
の
色
付

の
工
程
で
す
。

赤字=日本 黒字=世界 

1661 ストックホルム銀行、世界初の銀行券発行 

 

 

 

1688 イギリス、名誉革命 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●イギリスで産業革命始まる 

 

 

 

 

 
1776 アメリカ独立宣言 

 

 

 

 

1789 フランス革命開始 

 

1661 福井藩、藩札発行（現存最古） 

 
1670 古銭の通用禁止 

1685 生類憐みの令（～1709） 
　　 糸割符制復活 

 

1695 初の金銀貨改鋳（元禄の改鋳） 

1702 赤穂浪士討ち入り 

1707 富士山大噴火 

1707 一時的な藩札使用禁止 

1709 幕府、新井白石を登用（正徳の政治） 

 
1714 正徳の金銀貨改鋳（正徳小判鋳造） 

1715 金銀の流出を防ぐため貿易額を制限 

　　（海舶互市新例） 

1716 享保の改革（～1745） 
1719  相対済し令 

1722 上げ米令　参勤交代を緩和（～1730） 

1730 藩札使用禁止一部解除 

1732 享保の飢饉 

1736 元文の金銀貨改鋳 

1739 鉄銭出現 

 

 

1765 量目5匁と定めた新種銀貨を発行 
　　（近世最初の計数銀貨） 

1772 定量計数銀貨・南鐐弐朱銀の鋳造開始 
　　（金貨の補助貨幣を意図して鋳造された 
　　　金代わりの銀貨） 

 

1782 天明の飢饉 

1783 浅間山大噴火 

1787 天明の打ちこわし 

1787 松平定信老中就任　寛政の改革（～1793） 
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西暦� 江戸   将軍 
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日本・世界 

 【家綱】 

 【綱吉】 

 【家宣】 

 【家継】 

 【吉宗】 

 【家重】 
 【家治】 

 【家斉】 

寛文 
 

延宝 

貞享 
 
元禄 

 
 
 
宝永 
 
 

正徳 
 
 
 

享保 
 
 
 
 
 

 

寛保 

宝暦 
 
明和 
 

安永 

 
 

天明 

江戸幕府による貨幣制度統一がおおむね成就したのは、

寛文期（1660年代）とされる。1601年から発行された慶長

金銀貨は近世を通じて最も長期間通用した貨幣であった。

永年の使用で割れ目が入った切れ小判や、磨耗・摩滅して

規定の量目には不足する軽目小判が増え、金貨の流通を妨

げた。幕府はそれらを金座で足し金をしたり、修繕を行い、

直し小判として通用させたが、元禄8（1695）年、貨幣改鋳

に踏み切る。その背景には、貨幣素材が限られている状況

下、経済発展に見合う貨幣需要の高まりや、将軍綱吉の

奢侈
しゃし

や災害等による財政悪化、金銀の海外流出に伴う貨幣

素材の不足等があげられるが、元禄・宝永と続いた金銀貨

の悪鋳は、貨幣価値下落による物価高騰、勘定所役人と銀

座人結託による不正、貿易銀でもある丁銀の純分含有率下

落による対外的威信低下などの弊害をもたらした。

新井白石は、金銀貨の質を高め貨幣量を減少させるよう

建議。これに基づき正徳4（1714）年、幕府は上質な慶長金

銀と同品位となる良鋳を実施。この結果、金銀貨の流通量

は大きく減少し、経済活動は停滞して物価下落を招き、と

くに米価の低落が大きかったため、農民や武士は深刻な打

撃を受けた。

将軍吉宗は米価の下落を防ぐため、元文元（1736）年、

金銀貨の品質を落とす改鋳によって貨幣の供給量を増やし

た。これにより経済情勢は好転し、以降約80年にわたり安

定的に流通した。このような動きは、今日の金融政策の手

段に通じるものがある。

【参考】貨幣史の流れ──幣制の動揺と安定

写真／貨幣博物館所蔵

金含有率57％の元
禄小判(左)と84％の
正徳小判(右)。

明和南
なん

鐐
りょう

弐朱銀。「南鐐」とは
良質の銀の意味を表す。金貨の
補助貨として初めて本格的に流
通したこの計数銀貨には、「8枚
をもって小判1両に換える」との
文言が記載されている。


